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平成２６年度 第１回新居浜市地域公共交通活性化協議会 

次   第 
 

○日時  平成２６年６月２３日（月）１３：３０ 

○場所  新居浜市役所 ３階 応接会議室  

 

 

  １．開 会 

         

２．協議事項      

      (1) 平成 25年度事業報告及び決算の承認について 
 

(2) 平成 26年度協議会収支予算の補正について 

 
       (3) 生活交通ネットワーク計画(平成 27～29年度分)の 

策定について 
 

３．その他     

      (1) 年間スケジュールについて 
      (2) 愛称募集について 
      (3) 接遇研修事業について 
      (4) 公共交通機関利用促進事業について 
 
 

４．閉 会 
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   新居浜市地域公共交通活性化協議会委員名簿 

条項 役員 機関・団体 役職名 氏名 

法 
第６条
第２項
第 1 号 

規約 
第５条 
第１項
第１号 

会 長 

新居浜市 

副市長 近藤 清孝 

 経済部長 寺村 伸治 

法 
第６条
第２項
第 2 号 

 

規約 
第５条
第１項
第２号 

 新居地区旅客自動車協同組
合 

代表理事 渡部 光男 

 
愛媛県ハイヤー・タクシー協
会 

専務理事 髙橋 昭雄 

 瀬戸内運輸株式会社 専務取締役 門田 正孝 

 
一般社団法人愛媛県バス協
会 

専務理事 黒河 敏則 

 四国旅客鉄道株式会社 愛媛企画部長 田中 弘典 

規約 
第５条
第１項
第３号 

 愛媛県東予地方局建設部 建設企画課長 日野  茂 

 〃   総務企画部 地域政策課長 髙石  淳 

 
国土交通省四国地方整備局 
松山河川国道事務所 

副所長 黒木 賢二郎 

法 
第６条
第２項
第３号 

規約 
第５条
第１項
第４号 

 新居浜警察暑 交通課長 真鍋 公孝 

規約 
第５条
第１項
第５号 

副会長 新居浜市連合自治会 理事 星加 勝一 

 新居浜市老人クラブ連合会 副会長 明石 秀美 

 新居浜市女性連合協議会 総 務 佐伯 弘子 

規約 
第５条
第１項
第６号 

監 事 新居浜市社会福祉協議会 地域福祉課長 柿木 仁 

監 事 新居浜商工会議所 経営支援課長 矢野 英司 

 新居浜市医師会 理事 永易 大典 

 瀬戸内運輸労働組合 執行委員長 砂田 篤志 

 
国土交通省四国運輸局 
愛媛運輸支局 

首席運輸企画
専門官 
(輸送・監査部門) 

谷口政賀津 

 
首席運輸企画
専門官 
(総務企画部門) 

久保田 東宏 

 
事務局 

事務局長 新居浜市経済部運輸観光課 課長 髙橋 利光 

事業担当 新居浜市経済部運輸観光課 副課長 田口 博徳 

事業担当・出納員 新居浜市経済部運輸観光課 係長 吉岡奈津子 
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協議事項（１）                                                         

平成２５年度事業報告及び決算の承認について 

 

１．平成２５年度事業報告 

 

（１）デマンドタクシーの試験運行の実施及び検証 

  平成２２年度に作成した新居浜市地域公共交通総合連携計画に基づき、デマン 

ドタクシーの試験運行を実施するとともに、１０月には運行エリアの拡大等を実 

施した。 

平成２５年度末現在の利用・登録状況は、別紙のとおりである。 

また、次の通り、登録者及び市民に対しデマンドタクシー本格導入の可否に関

するアンケート調査を実施した。 

また、登録世帯及び市民に対し、デマンドタクシー本格運行移行の可否につ

いてアンケート調査を実施して、新居浜市地域公共交通総合連携計画書に反映。 

    ①登録世帯アンケート 

・対 象 者：１２月３１日現在の登録世帯 ９９０世帯 

・実施期間：平成２６年１月１５日～１月３１日 

・内  容：デマンドタクシー本格導入の可否等 

・結  果：回答世帯数  ５１９世帯(52.4%) 約 75%が本格導入を希望。 

    ②市民アンケート 

・対 象 者：１２月３１日現在の２０歳以上の市民２，０００人を無作為抽出 

・実施期間：平成２６年１月１５日～１月３１日 

・内  容：デマンドタクシー本格導入の可否等 

・結  果：回答者数  ７３０人(36.5%) 約 65%が本格導入を希望。 

 

（２）会議の開催状況 

 ・第１回協議会（平成２５年６月２６日 開催）  

       平成２４年度事業報告及び決算の承認について 

平成２５年度協議会収支予算の補正について 

生活交通ネットワーク計画（平成 27～29年度分）の策定について 

 ・第２回協議会（平成２５年１１月１１日 開催） 

     デマンドタクシー試験運行の拡大について（報告） 

     路線バスの経路変更等について（報告） 

新居浜市都市交通戦略見直し案について 

 ・第３回協議会（平成２６年２月２０日 開催）  

     新居浜市都市交通戦略見直し案について 

デマンドタクシー拡大後の実績及び市民アンケート等の結果について 

       デマンドタクシーの本格導入の可否について 

消費税率値上げに伴うデマンドタクシー利用料金の取り扱いについて 
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 ・第４回協議会（平成２６年３月２８日 開催）  

     平成２６年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

       デマンドタクシーデマンドタクシー拡大後の実績及び市民アンケート等

の結果について 

       平成２６年１０月以降のデマンドタクシーの運行ほうしん（案）につい 

       て 

       新居浜市地域公共交通総合連携計画変更（案）について 

       新居浜市地域協働推進事業計画（案）について 
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デマンドタクシー利用・登録状況（平成２６年３月末現在） 
 

○登録者数（３月末日現在） 

 上部西エリア ３８９世帯 ６３１人 

 上部東エリア ３５５世帯 ５７６人 

 川東エリア  ３３６世帯 ５６５人   計 １，０８０世帯 １，７７２人 

 ※男女構成 男性 ６２９人（３５．５％） 女性 １，１４３人（６４．５％） 

 ※年齢構成 50 代まで ２０３（１１．５％） 60 代以上 １，５６９（８８．５％） 

  
 
○利用状況 
平成 25年度上半期(4月～9月) 計（運行日数 125日） 

エリア 末日登録者数 利用者数 1日利用者数 運行台数 1台利用者数 

上部西エリア ３７３人 １，４５７人 １１．７人 ８８８台 １．６人 

上部東エリア ３１３人 １，１１６人 ８．９人 ７００台 １．６人 

川東エリア １１６人 ４８１人 ３．８人 ３６０台 １．３人 

 ８０２人 ３，０５４人 ２４．４人 １，９４８台 １．６人 

※利用者内訳 大人 1,624人、大人割引者 1,430人 
割引内訳 障がい者割引 本人 1031人･介護 41人  

精神保健割引 本人 3人   
特定疾患割引 本人 39人・介護 13人   
運転免許自主返納者割引 303人 

利用料収入 1,169,500円 
 

平成 25年度下半期(10月～3月) 計（運行日数 119日） 

エリア 末日登録者数 利用者数 1日利用者数 運行台数 1台利用者数 

上部西エリア ６３１人 ２，０６６人 １７．０人 １，０３９台 ２．０人 

上部東エリア ５７６人 ２，１２０人 １７．８人 １，００１台 ２．１人 

川東エリア ５６５人 １，１６８人 ９．８人 ６６３台 １．８人 

 １，７７２人 ５，３５４人 ４５．０人 ２，７０３台 ２．０人 

※利用者内訳 大人 2,725人、大人割引者 2,629人 
割引内訳 障がい者割引 本人 1,616人･介護 160人  

特定疾患割引 本人 41人・介護 23人   
運転免許自主返納者割引 789人 

利用料収入 2,019,750円 
 

平成 25年度 計（運行日数 244日） 
エリア 末日登録者数 利用者数 1日利用者数 運行台数 1台利用者数 

上部西エリア ６３１人 ３，５２３人 １４．４人 １，９２７台 １．８人 

上部東エリア ５７６人 ３，２３６人 １３．３人 １，７０１台 １．９人 

川東エリア ５６５人 １，６４９人 ６．８人 １，０２３台 １．６人 

 １，７７２人 ８，４０８人 ３４．５人 ４，６５１台 １．８人 

※利用者内訳 大人 4,349人、大人割引者 4,059人 
割引内訳 障がい者割引 本人 2,647人･介護 201人  

精神保健割引 本人 3人   
特定疾患割引 本人 80人・介護 36人   
運転免許自主返納者割引 1,092人 

利用料収入 3,189,250円 
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２，平成２５年度収支決算書 

  

【収入の部】                                 単位：円 

区 分 予算額 決算額 摘  要 

款 項 目    

負担金 負担金 負担金 13,920,000        9,970,332    新居浜市負担金 

諸収入 諸収入 雑 入 5,650,000 1,169,814 

利用料収入 1,169,500円（上半期分） 

・大人@500×1,624人  

・大人割引者@250×1,430人 

預金利息        314 

  合  計 19,570,000       11,140,146  

 

【支出の部】                               単位：円 

区 分 予算額 決算額 摘  要 

款 項 目    

運営費 

会議費 会議費 220,000       195,000 
委員出席謝礼 

（4回、@5,000×延べ 39人） 

事務費 事務費  1,304,000 1,111,366 

ｲﾝｸ､住宅地図他消耗品  144,376 

登録証、ﾘｰﾌﾚｯﾄ等印刷等   418,391 

電話使用料 99,499 

郵送料    406.040 

旅費等    43,060 

事業費 事業費 事業費 18,046,000 9,833,780 

・運行業務上半期  @3,675×1,948台 

・運行業務下半期 @3,210×2,703台 

運行業務 計 15,835,530円  ① 

 

地域公共交通確保維持改善事業費 

補助 3,982,000 ② 

 

利用料収入 2,019,750円（下半期分） 

③  大人@500×2,725人  

大人割引者@250×2,629人 

①－②－③＝9,833,780円 

 

合  計 19,570,000       11,140,146  

 



7 

 

 



8 

 

協議事項（２）                                                         

平成２６年度協議会収支予算の補正について 

新居浜市地域公共交通活性化協議会 

平成 26年度収支予算書【協議会予算 補正第１号（案）】 

  

・デマンドタクシー本格運行に伴う１０月以降事業費の補正 Ａ 

・地域協働推進事業（公共交通機関利用促進事業）の補助金が交付決定されたことに

よる事業費の補正 Ｂ 

 

【収入の部】                                 単位：円 

区 分 当初予算額 補正額 補正後の額 摘  要 

款 項 目     

負担金 負担金 負担金 5,671,000       9,916,000 15,587,000 市負担金     

諸収入 諸収入 雑 入 0 689,040 689,040 

地域公共交通確保維持

改善事業費補助（地域協

働推進事業）689,040 

預金利息 

 5,671,000       10,605,040 16,276,040  

 

 

【支出の部】                               単位：円 

区 分 当初予算額 補正額 補正後の額 摘  要 

款 項 目     

事務費 事務費 事務費 478,000       258,000 736,000       

委員出席謝礼 220,000 

消耗品、印刷費、電話使

用料、郵便料、旅費等           

516,000 

事業費 事業費 事業費 

4,583,000 8,968,000 13,551,000 
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ運行事業費

運行業務負担金 Ａ 

610,000 0 610,000 

接遇研修事業費 

講師謝礼、旅費、印刷費

等 

0 1,379,040 1,379,040 

公共交通機関利用促進

事業費 Ｂ 

ガイドブック印刷費、バ

ス借上料等 

 5,671,000       10,605,040 16,276,040  

※デマンドタクシー運行業務負担金 積算根拠  

   負担金基準額      @3,227×28 台×119日≒10,753,000円･･･ ① 

   利用料収入見込額 (@500×20人×119日)＋(@250×20人×119日)＝1,785,000円･･･ ② 

                                             ①－②＝8,968,000円 
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参考資料① 
 
 

平成 26年 10月以降の運行方針 
（H26.3.28  平成 25年度第 4回協議会決定） 

 

新居浜市デマンドタクシーは、新居浜市都市交通戦略及び新居浜市地域公共交通総 

合連携計画に基づき、川東地区、上部地区(別子山地区を除く)のバス交通空白地域に

導入する新たな公共交通の第一候補として、平成 23年 1月から、一部地域（荷内・阿

島地域、船木地域、大生院・萩生地域）を利用対象に試験運行を開始し、平成 25年 10

月からは、当初の計画区域全域に対象を拡大して運行を実施してきた。 

なお、エリア拡大に際しては、平成 25年 6月の本協議会において、生活交通ネット 

ワーク計画の事業目標として、一日当たりの利用者数を 40人、一台当たりの利用者数 

を 2人、運行率を 40%以上と定めて、取り組みを行ってきたところである。 

その結果、平成 25年 10月から平成 26年 2月までの 5ヵ月間の実績は、一日当たり 

の利用者数が 44.2人、一台当たりの利用者数が 2.0人、運行率が 46.8%であり、目標 

値に達している。また、利用者の約 9割が 70歳以上、1/3以上が割引対象者であり、 

医療施設・小売店・新居浜駅への移動が 8割以上を占めていることからも、バス空白 

地域の解消、高齢者や障がい者等交通弱者の通院・買物等のための移動手段として、 

一定の成果を上げていると考えられる。 

さらに、平成 26年 1月 15日から 1月 31日までの間、12月末現在の登録世帯 990世 

帯と、20歳以上の市民 2,000人に対し、本格導入の可否についてアンケートを実施し 

たところ、登録者アンケートでは約 75%、市民アンケートでは約 65%の方が本格導入を 

望み、導入すべきでないと考える人は少ないという結果となっている。 

以上の理由により、川東地区、上部地区(別子山地区を除く)のバス交通空白地域に 

導入する新たな公共交通の形態は、デマンド型乗り合いタクシーとし、平成 26年 10 

月から、新居浜市デマンドタクシーとして現在のエリアに本格導入する。 

      なお、本格導入後も、新居浜市地域公共交通活性化協議会で事業計画、評価等を継 

続し、必要に応じて改善改良を実施するものとする。 

 
    

※利用者からは、乗り換えをしないで中心市街地内の施設に行きたいとの要望が強い

が、デマンドタクシーは、路線バスやタクシーを補完するもので、双方の中間に位置

する公共交通として位置づけて共存を図ることとしており、とりわけ、路線バス、一

般のタクシーと競合する中心市街地での運行は、現状では困難である。また、土・日・

祝日の運行要望も寄せられているが、デマンドタクシーが最も多く利用されている通

院の需要が平日と比較して低く、予算の面からも現段階では運行日の拡大は難しいと

判断した。 
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協議事項（３）                                                         

生活交通ネットワーク計画(地域内フィーダー系統確保維持計画) 

 (平成 27～29年度分)の策定について 

生活交通ネットワーク計画（案） 

（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係） 

I. ０．生活交通ネットワーク計画の名称 

新居浜市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

（１）目的 

    新居浜市地域公共交通総合連携計画に基づき、バス交通空白地域へデマンド型乗り

合いタクシーを導入し、高齢社会に対応し、高齢者などの交通弱者の通院や買い物の

移動手段を確保し、誰もが便利に使える公共交通を構築することを目的とする。 

（２）必要性 

本市は、バス交通の利用できる地域が人口ベースで５０％以下と低い割合となってお

り、市内の移動は自動車交通に依存している。また、高齢化の進展により、今後、自動

車利用のできない若しくはしない人が増加し、その人たちの移動手段の確保が重要な課

題となってくることが明らかであることから、バス交通空白地域へデマンド型乗り合い

タクシーを導入し、高齢社会に対応し、高齢者などの交通弱者のための市内公共交通体

系を確保することが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

II. （１）事業の目標 
 

年  度 目  標 

平成２７年度 

利用者数、乗合率、運行率の増加を図り、一日当たりの利用

者数 49 人、一台当たりの利用者数 2.1 人、運行率 50%以上

を目標とする。 

平成２８年度 利用者数、乗合率、運行率を前年度比で増加させる。 

平成２９年度 利用者数、乗合率、運行率を前年度比で増加させる。 
 

（２）事業の効果 

  デマンド型乗り合いタクシーを運行することにより、バス交通空白地域の解消が図られる

とともに、高齢者などの交通弱者の通院や買い物の移動手段を確保し、誰もが便利に使える

公共交通が構築される。 
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３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 

（１）運行エリア（利用対象区域） 

    川東エリア、上部東エリア、上部西エリア 

（２）運行形態 

    登録制、予約制、乗り合いでエリア内を「ドア to ドア」で結ぶ、デマンド型乗り合

いタクシーとする。 

（３）行き先として指定できる施設 

       ・交通結節点(バス停留所・駅・港等) 

・医療・福祉施設(病院・診療所、歯科医院、介護施設等) 

・金融機関(銀行、金庫、農協、郵便局等) 

・商業施設(理美容室、各種小売店、飲食店等) 

・保育・教育施設(保育所、幼稚園、小・中・高校等) 

・公共施設(支所､公民館､福祉施設､公園､文化・スポーツ施設､環境・衛生施設等) 

・その他、新居浜市地域公共交通活性化協議会が認める施設（新居浜駅など、エリア

外を含めて設定） 

（４）運行日、運行時間帯 

月曜日から金曜日まで（土・日曜・祝休日は運休） 

  ①9:00～②10:00～③11:00～④12:00～⑤13:00～⑥14:00～⑦15:00～⑧16:00～ 

（５）利用料金 

大人（中学生以上）1回乗車 ５００円（障がい者等割引者は半額）  

小人（小学生以下）1回乗車 ２５０円（障がい者等割引者は半額） 

※未就学児は、１歳未満は無料、１歳以上は保護者１人につき１人無料   

（６）利用方法 

事前に利用登録を行い、電話予約等により配車。 

（７）運行台数 

セダン型タクシー（定員４人） ２台×３エリア 

（８）運送予定者 

平成 23年 1月 11日から 3月 31日の間の試験運行を市内の全タクシー事業者が加盟

する新居地区旅客自動車協同組合に委託し、受託者側において、事業所の位置等を考

慮し、協議により次の事業者を決定していただいた。以後、運行状況は良好であった

ことから、平成 26 年 10 月以降も、引き続き同事業所による運行を実施することを、

協議会において承認した。 

・川東エリア  有限会社 東雲タクシー 

・上部東エリア 有限会社 光タクシー 

・上部西エリア 中萩タクシー 有限会社    
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４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付  

５．別表４の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回

以上で足りると認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】 

（地域フィーダー系統確保維持計画のため、記載なし） 

６．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ず

る生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

（地域フィーダー系統確保維持計画のため、記載なし） 

７．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

８．車両の取得に係る目的・必要性【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする

場合のみ】 

（車両の取得を行わないため、記載なし） 

９．車両の取得に係る定量的な目標・効果【車両減価償却費等国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（車両の取得を行わないため、記載なし） 

１０．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担

者及びその負担額【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（車両の取得を行わないため、記載なし） 

１１．協議会の開催状況と主な議論  

・平成２２年１１月 ９日  協議会設立、22年度試験運行について合意 

  ・平成２２年１２月１４日  地域公共交通総合連携計画について議論 

  ・平成２３年 ３月２４日  地域公共交通総合連携計画を承認し、23年 4月～9月の 

運行計画、全体計画を合意 

  ・平成２３年 ６月２９日   23年 10月～24年 9月までの運行計画を合意 

  ・平成２３年 ９月２０日  23、24年度補助事業に係るネットワーク計画を策定 

・平成２４年 ３月２１日    24年度補助金に係る変更認定申請について協議 

・平成２４年 ３月２８日  23年度、24年度補助事業に係る事業評価を実施。 

・平成２４年 ６月１９日  24年度補助金に係る変更認定申請について協議 

・平成２４年 ６月２８日   25年度補助事業に係るネットワーク計画を策定 

・平成２４年１１月２０日  26年 10月以降の運行について協議 

   ・平成２５年 ３月２５日  25年度補助事業に係る事業評価を実施。 
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   ・平成２５年 ６月２６日  26年度補助事業に係るネットワーク計画を策定 

  ・平成２５年１１月１１日  25年 10月以降のエリア拡大について協議 

  ・平成２６年 ２月２０日  26年 10月以降の運行について協議 

  ・平成２６年 ３月２８日  地域公共交通総合連携計画変更を承認し、26 年 10 月以降

の運行計画を合意 

  ・平成２６年 ６月２３日  27年度補助事業に係るネットワーク計画を策定 

１２．利用者等の意見の反映 

・新居浜市地域公共交通活性化協議会に、住民、地域公共交通の利用者が参画して、意

見を反映。 

・利用対象者に対して「新たな公共交通の導入に関する調査」を実施して、計画作りに

反映。 

※平成２１年９月～１２月、市内のバス公共交通空白地域のうち、中心市街地から 

 離れている荷内・阿島、船木、大生院・萩生地域の２５自治会で訪問調査。 

（訪問世帯数 2,614 調査世帯数 1,498 調査率 57.3％） 

  ・新居浜市地域公共交通総合連携計画（案）について、市ホームページ、市内公共施設

で公表し、パブリック・コメントを平成２３年１月４日から平成２３年１月２８日ま

で行い、意見を反映。 

  ・平成２３年４月、３月２８日現在の登録者３８７人を対象としたアンケートを行い、

意見を反映。 

  ・平成２４年８月、７月末現在の 20歳以上の登録者７０２人及び利用対象地域の単位自

治会長５８人を対象としたアンケートを行い、意見を反映。 

  ・平成２６年１月、平成２５年１２月末現在の登録世帯９９０世帯及び２０歳以上の市

民２，０００人（無作為抽出）を対象としたアンケートを行い、意見を反映。 

 

１３．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 愛媛県東予地方局 建設部建設企画課・総務企画部地域政策課 

関係市区町村 新居浜市副市長、新居浜市経済部長 

交通事業者・交通施

設管理者等 

新居地区旅客自動車協同組合、愛媛県ハイヤー・タクシー協会、瀬戸

内運輸株式会社、社団法人愛媛県バス協会、四国旅客鉄道株式会社、

国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所、愛媛県東予地方局建

設部・総務企画部（再掲）、新居浜警察署 

地方運輸局 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局 

その他協議会が必要

と認める者 

新居浜商工会議所、新居浜市医師会、瀬戸内運輸労働組合、新居浜市

連合自治会、新居浜市老人クラブ連合会、新居浜市女性連合協議会 
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表１添付書類

エリア区分

営業区域

運送の
区間

運行予定系統を示した地図

川東エリア 上部東エリア 上部西エリア

①交通結節点　(バス停留所・駅・港等)

②医療・福祉施設(病院・診療所、歯科医院、介護施設等)

多喜浜校区、神郷校区、
垣生校区、浮島校区、高
津校区

船木校区、泉川校区(主
要地方道新居浜角野線、
新居浜別子山線以東)、
角野校区(主要地方道新
居浜角野線、新居浜別子
山線以東・立川地区)

大生院校区、中萩校区、
泉川校区(主要地方道新
居浜角野線、新居浜別子
山線以西)、角野校区(主
要地方道新居浜角野線、
新居浜別子山線以西・立
川地区を除く)

新居浜駅

④商業施設(理美容室、各種小売店、飲食店等)

⑤保育・教育施設(保育所、幼稚園、小・中・高校等)

⑥その他公共施設
　(支所、公民館、福祉施設、公園、文化・スポーツ施設、環境・衛生施設等)

運行エリア
内で行き先
として指定
できる施設

運行エリア
外で行き先
として指定
できる施設

新居浜駅

元塚バス停留所

新居浜駅

市役所上部支所、上部西
エリア内の東川以東の病
院・指定薬局

③金融機関(銀行、金庫、農協、郵便局等)

上部東エリア内の国領川
以西の病院・指定薬局
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 □□ ■■ △△ □□ 日 回 時間 0 時間

2 日 回 時間 0 時間

3 日 回 時間 0 時間

4 日 回 時間 0 時間

系統 時間 0 時間

1 円 円 円

2 円 円 円

3 円 円 円

4 円 円 円

0 円 円 円 千円 0 千円合計 0 円 0 0 0 千円 0 千円

ネ×1/2＝ナ ラ ム

○○

0

0

時間 0

補助ブ

ロック名

申請

番号

補助対象

経常費用

の見込額

経常収益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した

額

タのうち補助ブ

ロック外乗入部分

及び同一補助ブ

ロック市区町村外

乗入部分以外に

係るもの

補助対象経費

合計 0 時間 0

補助対象経費の1/2
国庫補助

上限額

国庫補助金

内定申請額

（ナ又はラのうち

いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の額：

カ

チ×ワ以上の

額：ヨ
カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ

時間 時間

時間 時間

時間 時間

○○

時間 時間

補助ブロック外乗り入れ

部分及び同一補助ブ

ロック市区町村外乗り入

れ部分以外のサービス

提供時間の比率

計画サービス提供時

間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

申請

番号

運行

系統名

運行系統

計画運行

日数

発地
営業

区域
着地

リ ヌ ル

計画運行

回数

１回あたりサービス提供

時間

リのうち補助ブロック外

乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助ブ

ロック

市区町村外乗入

部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名

補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり

標準経常費用
ヘ

時間当たり経常費用

ホとヘのいずれか少ない額
ト

時間当たり経常収益

イ÷ハ÷ニ＝チ

○○ #DIV/0! 2714円.33銭 #DIV/0! #DIV/0!

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス

提供時間（ニ）

経常収支率 #DIV/0!

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

事業者名 ▲▲タクシー 年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ）

 

 
各タクシー事業者作成分を 

添付して国に申請予定 
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1 円

2 円

3 円

4 円

0 円 0 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。なお、サービ

ス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行った場合

は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統数の合計

値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除

く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出する

こと。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが異なる

市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める

期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ

と。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総

第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載すること。

0

合計

負担割合 負担額 負担割合

○○

補助ブ

ロック名

申請

番号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の

具体的概要
ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額
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参考資料② 
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（抜粋） 

 

第１編 共通事項 

（目的） 

第１条 この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

確保・維持・改善を支援することを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「生活交通ネットワーク計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために、

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（以

下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情

のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実

情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの

導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画を

いう。 

二 「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実状に最適な交通手段を確保・維持するために生活交通ネ

ットワーク計画（当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画、地域

内フィーダー系統確保維持計画及び離島航路確保維持計画を含む。）に基づいて実

施される事業をいう。 

（中略） 

八 「地域協働推進事業」とは、持続可能な地域公共交通体系の構築に向けた地域の 

関係者の協働により行う利用促進に係る事業をいう。 

 

（協議会） 

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。 

一 関係する都道府県又は市区町村 

二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等 

三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

という。）又は地方航空局 

四 その他地域の生活交通の実状、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

会が必要と認める者 

五 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

（中略） 

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。 
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第２編 地域公共交通確保維持事業 

 

第１章 陸上交通 

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

（補助対象事業者等） 

第１５条 本節における補助対象事業者は、乗合バス事業者又は道路運送法第７８条第

２号に定める自家用有償旅客運送を行う者（以下「バス事業者等」という。）であっ

て、協議会又は市区町村等（以下「市区町村協議会等」という。）が協議会の議論を

経て、第１７条に基づき定めた生活交通ネットワーク計画（当該計画に代えて策定さ

れる地域内フィーダー系統確保維持計画を含む。以下この節において同じ。）に運送

予定者として記載されている者とする。 

２ 大臣は、予算の範囲内において、次条の補助対象事業に係る補助対象経費の１／２

に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対し交付する。 

 

（生活交通ネットワーク計画） 

第１７条 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業を行う

場合は、生活交通ネットワーク計画に、次に掲げる向こう３ヵ年の事項について具体

的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

二 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統（区域運行にお

けるサービス提供の単位とする区域及び運行区間を含む。以下「系統」という。）

の概要及び運送予定者 

四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

２ 地域公共交通確保維持事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事項

を記載した地域内フィーダー系統確保維持計画の策定をもって生活交通ネットワー

ク計画に代えることができる。この場合において、当該計画に関係する第７条第２項

の地域間幹線系統確保維持計画の策定があるときは、市町村協議会等は、当該計画と

の整合を確保すること。 

 

第２章 地域協働推進事業 

第２節 地域協働推進事業費補助金 

（交付の対象等） 

第１２８条 大臣は、補助対象事業者が地域協働推進事業計画に基づく地域協働推進事 

業を行う際に必要となる経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費（以 

下この節において「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助 

対象事業者に対し、補助金を交付する。 

２ 前項の大臣が認める補助対象経費及び補助率については、別表２４－１のとおりと

する。（補助率、補助対象経費の１／２） 
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その他（１）   

年間スケジュールについて 

 平成２６年度の会議開催は、４回を予定しますが、状況により変更する場合があります。 

年 月 会 議 

事 業 

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ運行
事業 

接遇研修事業費 
公共交通機関利
用促進事業 

H26 ４     

５     

６ ●第 1回会議 
・２５年度事業報告及び
決算の承認 

・平成 26年度協議会収支
予算の補正について 
・生活交通ネットワー 
ク計画の策定について 

   

７     

８ ●第 2回会議（下旬予定） 
・デマンドタクシー愛称
について（決定） 

・接遇研修講師の選定に
ついて 

※公共交通ガイドブック
企画提案審査 

〇愛称募集 

市政だより８月号 

〇講師選定 〇ガイドブック
企画提案審査 

９     

10  〇本格運行開始 

（協定締結） 

 〇バスの乗り方 

教室 

（第１回予定） 

 

11    〇バスの乗り方 

教室 

（第２回予定） 

 

12    〇ガイドブック
市政だより１２
月号で全戸配布 

 

H27 １ ●第 3回会議 
・地域公共交通確保維持
改善事業に係る評価 

 ○公共交通機関
乗務員の接遇研
修（連続２日） 

 

 

２     

３ ●第 4回会議 
・２７年度事業計画及び
予算の決定   ほか 

 

  〇バスの乗り方 

教室 

（第３回予定） 
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その他（２） 

「「「デデデマママンンンドドド型型型乗乗乗合合合タタタクククシシシーーー」」」ののの愛愛愛称称称募募募集集集要要要項項項   
１．趣旨 

市では現在、バス交通空白地域の解消、高齢者などの交通弱者の通院や買い物の移動手

段の確保を目的として、川東地区、上部地区（別子山地区を除く）にてデマンドタクシー

の試験運行を実施しています。 

平成２６年１０月からは本格運行に移行する予定としており、市民の皆様に親しみをも

ってご利用いただくことを願い愛称を募集します。 

 

 

２．募集内容  新居浜市デマンド型乗合タクシーの愛称 

３．募集期間  平成２６年８月１日（金）から平成２６年８月１８日（月） 

        （郵送の場合は当日の消印有効） 

４．応募資格  新居浜市に在住の方 

５．応募方法  様式自由（※自作かつ未発表のものに限ります。） 

①愛称、②愛称の説明、③住所、④氏名（ふりがな）、⑤年齢 

⑥連絡先（電話番号）を記入の上、 

（１）ハガキ等、郵送による応募 

（２）FAX、e-mailによる応募 

（３）市役所４階運輸観光課窓口へ直接 

のいずれかにて応募下さい。 

６．応 募 先  〒７９２－８５８５ 

新居浜市一宮町１－５－１ 新居浜市役所経済部運輸観光課 

TEL ０８９７－６５－１２６１ 

FAX ０８９７－６５－１３０５ 

e-mail:unyu@city.niihama.ehime.jp 

 

７．賞 品 等  選考委員会において、採用愛称１点を選出し、採用者に記念品と賞状を 

進呈します。（採用愛称が応募者多数の場合は、抽選とします。） 

なお、著作権は新居浜市地域公共交通活性化協議会に帰属します。 

※採用者には直接通知するほか、市ホームページや広報等を通じて発表

します。 

８．そ の 他  応募用紙等は返却いたしません。 

 

 
「デマンドタクシー」とは・・・・電話で予約すれば、タクシーが自宅まで迎えに行き、病院・商

店・駅・バス停留所等まで、乗り合いでお送りし、帰りもお迎えに行くサービスです。 

 

mailto:unyu@city.niihama.ehime.jp
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その他（３） 

接遇研修事業について 

第１案 講師 齋藤 泉（さいとう いずみ） 

 

東京都出身。 
1992年から日本レストランエンタプライズ東京列車営業支店で、
山形新幹線の開通と同時に車内販売に従事。 
片道の平均売り上げ7～8万円のところ、自己最高記録26万円とい
う売り上げを誇る。 
定員400人の車内で片道187個の駅弁を販売した記録は、いまだ破
られておらず、 
そのサービス精神や販売力を買われ、講演の依頼も殺到している。 

【経 歴】  

1973年07月東京生まれ 
1992年04月短期大学入学 
株式会社日本レストランエンタプライズ（旧・日本食堂）にてアルバイトを開始 
1994年03月短期大学卒業 
1994年04月二つ目の短期大学へ入学 
1996年03月二つ目の短期大学卒業 

2007 年 12月株式会社日本レストランエンタプライズアドバイザー 

【著 書】  

『あなたから買えてよかった！』（徳間書店）  
『またあなたから買いたい！』（徳間書店）  

 【講演テーマ】  

『またあなたから買いたい！ 
カリスマ新幹線アテンダントの一瞬で心をつかむ技術』 
『目配り気配り心配り』  
【「一期一会」の接客術～瞬間瞬間のお客様との接点を大切にする～】 

第２案 講師 森 美佐子（もり みさこ） 

 

愛媛県松山市出身 

文部科学省後援秘書技能検定、サービス接遇検定ともに1級を持ち、
実務技能検定協会からの委嘱により、同検定の準 1 級面接試験の実
施を担当 

 

【経 歴】  

平成８年 株式会社キャップ社員教育インストラクターとして活動開始 
平成１６年 同社、社員教育課契約社員として入社 
平成１７年 社員教育課主任 
平成１９年 社員教育課課長 
平成２０年 代表取締役 現在に至る 

【講演テーマ】  

『接遇・ビジネスマナー』 
『接客・サービス・小売業における繁盛店づくり』 

『おもてなし接客技術～あなたのタクシーが良いと言われる 3 つの秘訣』（松山市） 



25 

 

 



1 

 

新居浜市公共交通ガイドブック製作業務指名型プロポーザル実施要領（案） 

１ 目的 

この要領は、新居浜市公共交通ガイドブック製作業務に係る受注者の決定について、必要な事

項を定めるものとする。 

 

２ 発注者  新居浜市地域公共交通活性化協議会（事務局 新居浜市経済部運輸観光課） 

 

３ 業務概要 

（１）業務名   新居浜市公共交通ガイドブック製作業務 

（２）業務の目的    市内全域のバス路線図や時刻表及び他の公共交通の情報を掲載し

た「公共交通ガイドブック」を製作・配布し、普段公共交通を利用

しない方へも情報提供することにより、公共交通の利用促進を図る。 

（３）業務の内容 公共交通ガイドブックの製作、印刷及び納品 

（４）製作物の仕様 

① 紙サイズ Ａ４×８頁 

② 紙 質  再生コート紙７３ｋｇ 

（ただし、古紙配合率３０％以上、塗工量両面３０ｇ／㎡以下） 

③ 印刷色  ４色印刷 

④ 印刷枚数 ５５，０００部 

⑤ 校 正  写真位置校正、文字校正、本紙色校正 ※原寸による 

⑥ デザインに関する留意事項 

・（ア）タイトル、（イ）バス路線図及びデマンド運行エリア図、（ウ）市内公共交通の

主な時刻表、（エ）乗継情報等、（オ）主要な公共・観光施設等、（カ）問い合わせ先、

（ア）～（カ）についてデザイン及びレイアウトすること。 

ア 新居浜市公共交通ガイドブック 

イ バス路線図及びデマンド運行エリア図を掲載（参考資料有） 

ウ 市内公共交通の主な時刻表【バス路線・JR予讃線・渡海船・デマンドタクシー・

別子山地域バス】を掲載（参考資料有） 

エ ＪＲとバス、バスと渡海船等乗継情報を掲載 

オ 主要な公共施設、観光施設等を掲載（新居浜市観光ガイドマップ参照） 

カ 瀬戸内バス、ＪＲ新居浜駅、新居浜市運輸観光課、新居浜市別子山支所 

 ※仕様 カラー印刷(A４×８頁)   

 

⑦ 納 品  新居浜市役所総合倉庫 

 

梱包方法は、４５，０００部は、市政だよりと同時梱包を行うため、後日
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梱包方法を指定する。その他は、１００部単位で梱包する。 

印刷データ（ホームページ等で使用するため、個々に必要な拡張子での提

供：ＪＰＥＧデータ等）をＣＤ等に保存したものを、あわせて成果物とし

て納品すること。 

⑧ その他  印刷条件については、ネット印刷を不可とする。 

使用する写真については、自ら手配するか、新居浜市地域公共交通活性化

協議会事務局（新居浜市経済部運輸観光課）で用意したものを使用するこ

とができるが、事前に協議会事務局と協議すること。 

デザインや写真等すべてに第三者の著作権、肖像権等を使用する場合は、

事前に承諾を得ること。 

本業務に伴って発生する、成果物に関する著作権、版権、その他の権利は、

すべて新居浜市地域公共交通活性化協議会に帰属するものとする。 

デザイン等については、必要に応じて新居浜市地域公共交通活性化協議会

事務局の指示により変更することがある。 

 

４ 受注業者の決定及び契約方法 

  本業務の最適な業者を指名型プロポーザル方式により特定し、契約の相手方として随意契約

する。 

 

５ 契約期間（予定）  平成２６年９月１日（月）～平成２６年１０月３１日（金） 

 

６ 本業務の予算上限額 １，１１２，４００円（消費税及び地方消費税含む。） 

  上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであ

ることに留意すること。 

 

７ 受注業者の決定に係る日程 

（１）企画提案書の提出意思確認書等提出期限  平成２６年 ７月 ７日（月）１７時まで 

（２）質問受付期間      平成２６年７月７日（月）～ ７月１１日（金）１７時まで 

（３）質問回答期限              平成２６年 ７月１８日（金） 

（４）企画提案書必要書類等提出期限      平成２６年 ７月３１日（木）１７時まで 

（５）プロポーザル審査委員会         平成２６年 ８月下旬（予定） 

（６）審査結果通知発送            平成２６年 ８月下旬（予定）  

（７）業務委託契約締結            平成２６年 ９月 １日（月） 

（８）業務完了                平成２６年１０月３１日（金） 

※日程については、新居浜市地域公共交通活性化協議会の都合で変更する場合がある。 

８ 参加資格 
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次に掲げる条件をすべて満たしている業者とする。 

（１）平成２５・２６年度 入札（見積）参加資格登録業者名簿に登録されていること。 

（２）上記（１）中、本社、支社又は事業所の所在地が、新居浜市内にあること。 

（３）上記（１）中、主要取扱品目を印刷としていること。 

（４）新居浜市及び他の自治体において指名停止期間中でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２５５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。  

（６）当該事業の目的を理解し、的確に遂行する能力を有すること。 

（７）当該業務に係る専任の技術者を１名以上配置できること。 

 

９ 参加予定者への通知 

  参加予定者の選定に係る参加資格を踏まえ、参加予定者を決定し、指名通知書（第２号様式）

に実施要領を添えて通知する。 

 

１０ 参加方法及び企画提案等 

（１）企画提案書の提出意思確認書等の提出 

  ① 提出期限 平成２６年 ７月 ７日（月）１７時までに必着 

  ② 提 出 先 〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 

          新居浜市経済部運輸観光課 

   ③ 提出書類  

（ア）提出意思確認書（第３号様式・１ページ） 

※あて先  新居浜市地域公共交通活性化協議会 会長 近藤清孝 

（イ）パンフレット等製作業務受託実績（任意様式・２ページまで） 

④ 提出部数 各１部 

  ⑤ 提出方法 事前に電話連絡のうえ、持参または郵送 

（２）実施要領に関する質問の受付及び回答  

企画提案書の提出意思確認書の提出のあった参加予定者からの質問には、以下のとおり

回答する。 

但し、質問は、当業務の企画提案に必要と判断される質問のみ受け付ける。 

① 受付期間 平成２６年７月７日（月）～ ７月１１日（金）１７時まで 

② 質問方法 「質問書」（別紙１）をＦＡＸ又はＥメールで提出すること。あわせて、提

出後に電話連絡をすること。 

③ 送 り 先 ＦＡＸ：（０８９７）６５－１３０５  

Ｅメールアドレス： n12389@city.niihama.lg.jp 

④ 回答方法 随時質問者あてに回答するとともに、平成２６年７月１８日（金）までに、 

       ＦＡＸ又はＥメールで質問があった者全員に回答する。 
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（３）企画提案書必要書類等の提出 

   企画提案書の提出意思確認書の提出のあった参加予定者のみ。 

① 提出期限 平成２６年 ７月３１日（木）１７時までに必着 

          ≪受付は、土曜、日曜日及び祝日を除く≫ 

   ② 提 出 先 企画提案書の提出意思確認書提出先と同じ 

③ 提出書類 

（ア）企画提案書（第１号様式・１ページ）  

※あて先 新居浜市地域公共交通活性化協議会 会長 近藤清孝 

（イ）ガイドブックデザイン案Ａ４判×８頁（ガイドブック折りたたみデザイン含む） 

   ※ガイドブック全体の配置イメージがわかるものとする。 

（ウ）会社概要（任意様式・１ページまで） 

      （記載項目）会社名、本社所在地、代表者職・氏名、職員数と技術者数、 

主な業務内容 

（エ）業務スケジュール（任意様式・１ページ分） 

（オ）見積書 

      「３ 業務概要」に基づき、本業務に係る見積書（税込・捺印）を提出すること。

（積算根拠を示した内訳書を添付すること。） 

④ 提出部数及び書式 

     ・③（ア）、（ウ）～（オ） （正本１部、副本７部） 

提出書類は、製本（ファイル等）し提出すること。 

用紙は、Ａ４判（一部Ａ３折込み可）、縦型、横書き、左綴じ、要ページ番号、両面

印刷可とする。字体の大きさは１０．５ポイントを基本とする。 

     ・③（イ）    （正本１部、副本７部） 

原寸により提出すること。 

⑤ 提出方法  

電話連絡のうえ持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

折ったりせず、袋等に入れて提出すること。 

 

１１ 審査委員会の設置及び会議 

   対象事業の実施に最も適切であると認められる提案者（以下「最適業者」という。）を選定

するために、新居浜市公共交通ガイドブック製作業務プロポーザル審査委員会（以下「審査

委員会」という。）を設置する。 

（１）審査委員会の組織構成 

  審査委員会は、新居浜市地域公共交通活性化協議会の委員８人以内をもって組織し、審査

委員は新居浜市地域公共交通活性化協議会会長が任命する。 

・委 員 長 新居浜市地域公共交通活性化協議会会長 
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・審査委員 新居浜市地域公共交通活性化協議会副会長、新居浜市地域公共交通活性化協

議会会長が推薦する同委員 

  委員長に事故があるときは、新居浜市地域公共交通活性化協議会副会長がその職務を代理

する。 

（２）会議 

  ・審査委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が

会議の議長となる。 

・会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

・審査委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

  ・審査委員会の庶務は、経済部運輸観光課において処理する。 

・会議は、非公開とする。 

 

１２ 審査及び決定について  

（１）企画提案書の提出後、審査委員会において、参加者からのプレゼンテーション及びヒア

リングを実施する。  

   なお、プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、辞退したものとみなす。 

  ① 実施日時 平成２６年 ８月下旬（予定） 詳細については別途通知する。 

  ② 実施場所 新居浜市役所３階応接会議室 

  ③ 実施時間 一提案者につき１５分程度 

（プレゼンテーション１０分程度、ヒアリング５分程度） 

     ④ 出席者   

一提案者につき３名までとし、業務責任者となる予定の者は、原則出席すること。 

     ⑤ 留意事項  

プレゼンテーション・ヒアリング審査は、提出した提案書等をもとに行うものと

し、追加提案や追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえたうえで、

パソコン等による説明は許可する。なお、、プレゼンテーション及びヒアリングは

個別に行い、非公開とする。 

［参考］  

プレゼンテーション会場の使用可能な機器等について  

プレゼンテーション会場には、パーソナルコンピュータ１台とモニター（説明者

及び審査者それぞれ各自に１台）があり、説明には、下記のアプリケーションソ

フトの使用が可能である。また、ＤＶＤの再生については、ＣＰＲＭは非対応で

ある。  

◇パーソナルコンピュータ Dell製 OptiPlex390  

◇使用OS Windows７  
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◇使用可能なアプリケーションソフト  

・Microsoft Power Point2007  

・Microsoft Excel2007  

・Microsoft Word2007 

（２）審査委員会において、各参加者の提案内容を総合的に判断し最適業者の選定を行う。 

    ① 企画提案における評価項目及び評価割合は、次のとおりとする。 

  （ア）提案内容        ５０／１００ 

（イ）業務実績・体制     ３０／１００ 

（ウ）取組姿勢        １０／１００ 

     ② 各委員の採点の合計額（以下「得点」という。）が最も高い提案者を最適業者とし      

       て選定する。なお、同点であった場合は、審査委員会で協議の上、委員長が決定

する。 

     ③ 参加者が１者になった場合でも、審査を行い、各審査委員の評価点が最低水準点

以上であれば選定する。 

（３）審査結果の通知  

    審査の結果は、速やかに提案者に採用通知書（第４号様式）又は不採用通知書（第５号

様式）にて、平成２６年８月下旬に通知する。また、結果に対する異議は受け付けない。  

※不採用の通知を受けた提案者は、不採用の理由について説明を求めることができる。  

 

１３ 契約の締結 

   審査結果により最適業者として選定された者と新居浜市地域公共交通活性化協議会とが、

採用になった案について、必要に応じて内容の変更協議を行い、契約を締結する。 

 

１４ 提案者の失格  

次のいずれかに該当する場合は失格とする。  

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合。  

（２）審査の透明性・公平性を害する行為があった場合。  

（３）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合。  

（４）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合。  

 

１５ その他留意事項  

（１）本件に係る費用は、すべて提案者の負担とする。  

（２）新居浜市で用意する写真（画像）等の提供を受けたい場合は、企画提案書の提出意思確

認書等の提出以後、担当課に連絡すること。（ファイル転送サービスにより送信するので、

送信先氏名及びアドレスを連絡すること。） 

（３）提出書類は、日本語を用いるものとする。また、通貨は日本円とする。  
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（４）書類提出後の企画提案書等の修正または変更は一切認めない。  

（５）提出された書類等は、理由の如何に関わらず返却しない。  

（６）企画提案書について情報公開請求があった場合は、新居浜市情報公開条例に基づき、 

提出書類等を公開することがある。  

（７）契約の締結にあっては、新居浜市が用意する別添の契約書を使用する。  

 

１６ 担当課（問い合わせ先）  

新居浜市経済部運輸観光課 運輸企画係 吉岡  

所在地：〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号  

電  話：（０８９７）６５－１２６１  

ＦＡＸ：（０８９７）６５－１３０５  

Ｅメールアドレス： n12389@city.niihama.lg.jp 

 

附 則 

 この要領は、平成２６年６月２４日から施行し、当該業務の契約が締結された日の翌日にその

効力を失う。 
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（別紙１） 

  平成  年  月  日 

 

（あて先）新居浜市地域公共交通活性化協議会 

          事務局長 髙橋 利光 

 

質  問  書 

 

新居浜市公共交通ガイドブック製作業務委託のプロポーザルについて、以下の項目を質問しま

す。 

 

質 問 項 目 

 

 

 

質 問 事 項 

 

 

 

質問に対する 

貴社の見解 

 

 

 

会 社 名 

 

 

 

担 当 部 署 

 

 

 

提 出 者 名 

 

 

 

連 絡 先 

電話 

ＦＡＸ 

Ｅメールアドレス 

 

※質問書は、平成２６年７月１１日（金）１７時までに、ＦＡＸ又はＥメールのいずれかで提出

してください。 
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第１号様式 

   平成  年  月  日 

 

（あて先）新居浜市地域公共交通活性化協議会 

会長 近藤 清孝 様 

 

                 提案者 所在地 

                     名称 

代表者                  印 

                                          担当責任者 

                                          電話番号 

                                          ＦＡＸ番号 

                                          Ｅメールアドレス 

 

 

企 画 提 案 書 

 

業務の名称 新居浜市公共交通ガイドブック製作業務 

 

標記の業務について、企画提案書必要書類等を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本市契約課に登録した提案参加者の称号または名称を記載し、本市契約課に登録した印を押印

の上提出してください。 
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第２号様式 

新経運第  号 

平成２６年６月  日 

 

           様 

 

 

新居浜市地域公共交通活性化協議会 

会長 近藤 清孝  

 

 

指 名 通 知 書 

 

下記業務の指名型プロポーザルの参加予定者として貴社を指名いたしましたので、企画提案書

（第１号様式）必要書類等の提出を依頼いたします。つきましては、期限までに企画提案書の提

出意思確認書（第３号様式）等を提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

１ 業務の名称 新居浜市公共交通ガイドブック製作業務 

 

２ 提出要領  別紙プロポーザル実施要領による 

 

３ 提出意思確認書（第３号様式）等の提出期限   平成２６年７月７日（月）１７時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提出意思確認書の提出後、プロポーザル実施要領に定める提出期限までに、企画提案書（第１

号様式）必要書類等を提出してください（提出意思がある場合のみ）。 
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第３号様式 

平成  年  月  日 

 

（あて先）新居浜市地域公共交通活性化協議会 

会長 近藤 清孝 様 

 

                     所在地 

                     名称 

代表者                印 

                        電話番号 

                                          ＦＡＸ番号 

 

 

提 出 意 思 確 認 書 

 

業務の名称 新居浜市公共交通ガイドブック製作業務 

 

・提出します。 

標記の業務について、企画提案書を 

・提出しません。 

 

※該当する意思に○を記入してください。 

 

連絡担当者  所属 

       役職 

       氏名 

       電話番号 

       ＦＡＸ番号 

       Ｅメールアドレス 

 

 

 

※必要事項を記入の上、指名通知書（第２号様式）に定める期限までに回答してください。 

※あわせて、パンフレット等製作業務受託実績（任意様式）を提出してください。 

※本市契約課に登録した提案参加者の称号または名称を記載し、本市契約課に登録した印を押印

の上提出してください。 
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第４号様式 

新経運第  号 

平成２６年７月  日 

 

           様 

 

 

新居浜市地域公共交通活性化協議会 

会長 近藤 清孝  

 

採 用 通 知 書 

 

貴社から提出のあった新居浜市公共交通ガイドブック製作業務に係る企画提案書必要書類等に

ついて、審査の結果、最適であると決定いたしましたので通知いたします。なお、契約等の手続

きにつきましては、別途ご連絡いたします。 
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第５号様式 

新経運第  号 

平成２６年７月  日 

 

           様 

 

 

新居浜市地域公共交通活性化協議会 

会長 近藤 清孝  

 

 

不 採 用 通 知 書 

 

貴社から提出のあった新居浜市公共交通ガイドブック製作業務に係る企画提案書必要書類等に

ついて、次のとおり、審査の結果を通知いたします。 

 

 １ 審査の結果   不採用 

 ２ 不採用の理由  別紙審査結果のとおり 

 



 

 

新居浜市公共交通ガイドブック製作業務プロポーザル審査委員会設置要領（案） 

 

 

（趣旨・設置） 

第１条 この要綱は、公共交通の利用促進を図ること目的とした「新居浜市公共交通ガイド

ブック」の製作にあたり、より利用促進に効果が高いデザインを選定するため、新居浜市

公共交通ガイドブック製作業務プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置

し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）新居浜市公共交通ガイドブック製作委託業者選定についての事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、新居浜市公共交通活性化協議会会長、同副会長、新居浜市公共交通活性化協議

会会長が推薦する同委員により構成する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を１人置く。 

２ 委員長は、新居浜市公共交通活性化協議会会長がこれを務め、委員会を代表し、会務を

総理する。 

３ 副委員長は、委員長がこれを指名するものとし、委員長を補佐し、委員長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、新居浜市公共交通ガイドブックのデザイン及び委託事業者が決定さ

れるまでの間とする。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 

（意見の聴取） 

第７条 委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、経済部運輸観光課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。



 

 

 


